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面会時間の拡大について

新型コロナウイルスの感染リスク、感染状況及び入院中の患者さんへの重症化リスクを考慮し
つつ、現状を鑑み、2月25日より面会時間の拡大を下記のとおり変更いたします。

● 面会時間： 14時～16時 → 14時～18時 (平日及び休日)

＊面会は1日一組2名まで、15分程度とさせていただきます。

● 面会場所： 原則、デイルームでの面会若しくは病室

＊個室以外の病室に入院する患者さんで病室から移動出来ない方の場合、病室内での面会を
可能とします。ただし、病室内の面会は、室内に入室されるご家族を2組までとさせていただい
ております。混み合う場合は、待ち時間が長くなることがありますので予め、ご了承ください。

● 面会条件

患者さんのご家族若しくは、患者さんの申し出によるご家族に準ずる方

● 面会者留意点

以下の①～⑥の項目に該当する項目がある方は、面会できませんので留意ください。

① 面会者が、２週間以内にCOVID-19に罹患していない。
② 面会者が、１週間以内にCOVID-19陽性者と接触（同居）していない。
③ 37.0℃以上の発熱・その他COVID-19を疑う症状がない。
④ 面会者は、入館時必ず、不織布マスク着用をしてください。
⑤ 面会中の飲食は禁止させていただいております。
⑥ 当院で指定させていただいた場所以外での面会は禁止とさせていただいております。

新型コロナウイルス感染症の感染状況により、再度、面会禁止の措置を行なう場合があります。
その際は、改めてお知らせいたしますのでご承知置きいただきますようお願いいたします。


